
都
市
計
画
の
公
告
・

縦
覧

　
都
市
計
画
法
第
１７
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
左
記
を
公
告
お
よ
び

縦
覧
し
ま
す
。
な
お
、
住
民
お
よ
び

利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
終
了
日

ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

都
市
計
画
の
名
称

　
大
津
湖
南
都
市
計
画
高
度
地
区
の

決
定（
守
山
市
決
定
）

時�

２
月
１
日（
金
）～
１５
日（
金
）の
平
日

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

所�

都
市
計
画
課
、
速
野
会
館
、
中
洲

会
館

他�

意
見
書
を
提
出
す
る
人
は
、

２
月
１５
日（
金
）ま
で
に
意
見
書

（
様
式
自
由
）に
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
ま
た
は

直
接
左
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

問�

都
市
計
画
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
２　

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７

第
3
回
守
山
市
都
市
計
画

審
議
会
傍
聴
者
募
集

時
2
月
１9
日（
火
）午
後
1
時
３０
分
～

所�

市
役
所
３
階�

３１
会
議
室

定�

先
着
５
人

申�

2
月
１２
日（
火
）ま
で
に
左
記
へ
申

し
込
み
。

他�

案
件
の
内
容
に
よ
り
、
全
部
ま

た
は
一
部
非
公
開
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問�
都
市
計
画
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
２

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７

建
築
課
か
ら
お
知
ら
せ

住
生
活
総
合
調
査
の

拡
大
調
査
を
実
施

　

　
こ
の
調
査
は
、
県
住
宅
課
が
主
体

と
な
り
、
平
成
３０
年
１０
月
に
実
施
さ

れ
た
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
回
答

い
た
だ
い
た
世
帯
の
中
か
ら
抽
出
さ

れ
た
世
帯
を
対
象
に
行
わ
れ
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

調
査
方
法　
調
査
の
対
象
と
な
る
世

帯
に
は
、
２
月
上
旬
か
ら
ポ
ス

テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
調
査
票
が
配
布
さ

れ
、
郵
送
・
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
回

収
さ
れ
ま
す
。

問�

県
住
宅
課

　
☎（
５
２
８
）４
２
３
５

　自主教室とは、同じ目的に向かって仲間同士で学びあ
い、自主的に学習する仲間の集まりです。趣味や特技を
広げ、生きがいを感じ充実した人生を送りませんか。市
も支援を行います。
開設期間　4月1日～平成32年3月31日
開設基準
・�構成員が8人以上（うち2／3以上が市内在住・在勤者）
・�1回2時間程度、1ヵ月4回以内の活動
※�営業目的の活動や教室、個人での申し込み不可。
申�申請書に記入し、2月28日（木）までに開設希望の公民
館へ申し込み。申請書は各公民館および下記に設置。

開設のメリット
・�公民館の使用料を50％減免します。
・�市や公民館の広報紙やホームページで、活動内容など
の情報発信を行います。

問�社会教育課
　☎（５８２）１１4２　
　5（５８１）２７３３

平成3１年度
公民館「自主教室」開設の受付開始

第２８回
ふれあいもりやま展

守山市教育研究発表大会

　人とのふれあいで感じたやさしさやあたたかさなど
をテーマにした作品（ポスター、作文、詩、4コマ漫画、
標語・川柳、写真、書道）約290点を展示します。
時�2月14日（木）～21日（木）午前9時～午後5時
　（最終日は正午まで）
所�市民ホール1階�展示室
他�人権啓発パネルも展示します。
問�市まちづくり人権教育推進協議会（人権教育課内）
　☎（５８２）１１６７　5（５８２）９44１

時�2月6日（水）午後1時45分～4時50分
所�市民ホール�小ホール
内
・�中学生海外研修派遣団報告
・�全国学力・学習状況調査の考察
・�教育研究発表（教育に関わる調査研究、指導力向上に
関する研究）
・�教育講演会（演題「言葉は魔物・宝物」～言葉ひとつで
こう変わる～）

講�羽
は
川
がわ
�英
ひで
樹
き
さん（元読売テレビアナウンサー）

問�教育研究所
　☎（５８３）4２１７　5（５８３）4２３７
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